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医療費の負担を軽減できる制度があります

▲

問い合わせ　健康課　☎73-3014

　
申
請
を
し
て
い
な
い
人
で
、
該
当
す
る
と

思
わ
れ
る
人
は
、
健
康
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

対
象

　
　
市
内
に
住
民
票
が
あ
る
医
療
保
険
加

入
者
お
よ
び
次
の
要
件
を
満
た
す
人

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度

　
　
０
歳
〜
満
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
人

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
支
給
制
度

　
　
所
得
判
定
対
象
者
（
本
人
、
扶
養
義

務
者
）
の
所
得
が
一
定
基
準
以
下
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

•
母
子
家
庭
の
母
と
児
童

•
父
子
家
庭
の
父
と
児
童

•
父
母
の
な
い
児
童

•
父
母
の
な
い
児
童
を
扶
養
す
る
配

偶
者
の
な
い
姉
、兄
、祖
母
、祖
父

な
ど

•
配
偶
者
が
一
定
程
度
の
障
が
い
の

状
態
に
あ
る
父
ま
た
は
母
お
よ
び

児
童

※
「
児
童
」
と
は
、
18
歳
に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ

る
人
、
20
歳
未
満
で
一
定
の
障
が
い
に

該
当
す
る
人
、
20
歳
未
満
で
高
等
学
校

（
通
信
制
･
定
時
制
を
除
く
）、
特
別
支

援
学
校
の
高
等
部
な
ど
に
在
学
し
て
い

る
人
の
こ
と
。

重
度
心
身
障
害
者
等
医
療
費
支
給
制
度

　
　
所
得
判
定
対
象
者
（
本
人
、
配
偶
者
、

扶
養
義
務
者
）
の
所
得
が
一
定
基
準
以

下
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
４
級
ま

た
は
療
育
手
帳
Ⓐ
A
Ⓑ
B
の
い
ず
れ
か

を
所
持
し
て
い
る
人

※
平
成
20
年
８
月
１
日
以
降
に
各
手
帳
が

交
付
さ
れ
た
場
合
は
、
65
歳
未
満
で
交

付
さ
れ
た
人
が
対
象
。

※
ひ
と
り
親
家
庭
等
・
重
度
心
身
障
害
者
等

医
療
費
支
給
制
度
の
場
合
は
、
小
学
３
年

生
の
年
度
末
ま
で
は
、
子
ど
も
医
療
費
助

成
事
業
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

助
成
内
容

　
医
療
機
関（
医
科
、歯
科
、調
剤
薬
局
な

ど
）で
保
険
診
療
を
受
け
た
場
合
の
自
己

負
担
額

次
の
場
合
は
、届
け
出
が
必
要
で
す

　
医
療
費
助
成
制
度
を
受
給
し
て
い
る
人

で
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
健
康
課
へ

の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

•
氏
名
、
住
所
、
加
入
し
て
い
る
健
康

保
険
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

•
受
給
資
格
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
と
き

•
転
入
、
転
出
す
る
と
き

•
死
亡
し
た
と
き

•
受
給
資
格
者
証
を
紛
失
ま
た
は
破
損

し
た
と
き

▲対象などの
　詳細はこちらから

健康

年度途中に後期高齢者医療制度に
加入する皆さんへ

　
年
度
途
中
に
加
入
す
る
人
の
資
格
取
得
日

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

※
75
歳
に
な
る
人
に
は
、
誕
生
日
ま
で
に
、

資
格
確
認
書
が
広
域
連
合
か
ら
送
ら
れ

ま
す
。
誕
生
日
以
降
に
使
用
し
て
く
だ

さ
い
。

※
65
〜
74
歳
の
人
で
、
障
害
認
定
を
受
け

る
に
は
、
健
康
課
ま
た
は
各
支
所
に
申

請
が
必
要
で
す
。

▲

申し込み・問い合わせ　健康課　☎73-3014

対
象補

償
金
：
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
な

ど
を
受
け
た
本
人
お
よ
び
そ
の
配
偶
者

（
死
亡
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
遺
族
）

一
時
金
：
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
、

人
工
妊
娠
中
絶
な
ど
を
受
け
た
本
人
で

生
存
し
て
い
る
人

支
給
額

補
償
金
：
　
本
人
　 

1,
5
0
0
万
円

　
　
　
　
　
配
偶
者
　
　
5
0
0
万
円

優
生
手
術
等
一
時
金
：
　
3
2
0
万
円

人
工
妊
娠
中
絶
一
時
金
：
2
0
0
万
円

請
求
期
限

令
和
12
年
１
月
16
日
（
水
）
ま
で

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

県
子
ど
も
家
庭
課

☎
0
8
7
・
8
3
2
・
3
9
０
０

対
象　

支
給
要
件
に
当
て
は
ま
る

児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
、

母
ま
た
は
養
育
者

支
給
期
間

　
そ
の
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た

後
の
最
初
の
3
月
31
日
ま
で

※
一
定
以
上
の
障
が
い
が
あ

る
場
合
は
20
歳
未
満

保
検
料

　
資
格
取
得
日
を
含
む
月
か
ら
月
割
り
で

算
定
し
ま
す
。
税
務
課
か
ら
送
付
す
る
納

付
書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
税
が
年
金
天
引
き
や
口

座
振
替
で
あ
っ
た
人
も
、
納
付
書
で
の

納
付
に
な
り
ま
す
。（
口
座
振
替
を
希

望
す
る
場
合
は
、
新
し
く
口
座
登
録
が

必
要
で
す
）

児童扶養手当が
支給されます

補償金などが支給されます

▲

問い合わせ　県子ども家庭課　☎087‒832‒3900
子育て支援課　　　　　☎73‒3016 ▲

問い合わせ 　　税務課　☎73-3006　　　
健康課　☎73-3014　　　

県後期高齢者医療広域連合　☎087-811-1866

お知らせ

事

　由

生
活
保
護
の
停
止

ま
た
は

廃
止
に
な
っ
た
人

障
害
認
定
を
受
け
た
人

後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
の
認
定

を
受
け
た
日

資
格
取
得
日

75
歳
に
な
る
人

転
入

誕
生
日

転
入
に
よ
り

住
所
を
定
め
た
日

停
止
ま
た
は

廃
止
と
な
っ
た
日

使用ワクチンおよび接種回数・自己負担額
2種類のワクチンからいずれかを選択してください。

▲法定外接種に
　ついては
　こちらから

乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン
「シングリックス」
（不活化ワクチン）

対象ワクチン 接種回数

１回

２回

2,700円/回

6,700円/回

自己負担額

乾燥弱毒生水痘ワクチン
「ビケン」（生ワクチン）

すいとう

※②の対象者は接種できません。

健康 帯状疱疹予防接種が定期接種になりました
たいじょうほうしん

　
４
月
１
日
か
ら
、
帯
状
疱
疹
予
防
接

種
が
予
防
接
種
法
に
基
づ
く
定
期
接
種

と
な
り
ま
し
た
。

　
対
象
者
に
は
、
５
月
上
旬
に
個
別
に

予
診
票
を
送
付
し
ま
す
。

対
象①

令
和
７
年
度
に
65
歳
、70
歳
、75
歳
、

80
歳
、
85
歳
、
90
歳
、
95
歳
に
な

る
人
お
よ
び
1
0
0
歳
以
上
の
人

②
令
和
７
年
度
に
60
〜
64
歳
で
、
免

疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機

能
の
障
が
い
で
身
体
障
害
者
手
帳

1
級
を
有
す
る
人

※
過
去
に
帯
状
疱
疹
予
防
接
種
を
受

け
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
定
期
接

種
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

接
種
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
医
師

が
認
め
た
場
合
は
、
定
期
接
種
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

接
種
期
限
　

　
令
和
８
年
３
月
31
日
（
火
）
ま
で

　
50
歳
以
上
の
人
は
、
定
期
接
種
の
対

象
外
で
あ
っ
て
も
、
接
種
費
用
の
助
成

が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
市
へ
の
事
前
申
請
が
必
要
で
す
。

※
接
種
方
法
や
自
己
負
担
額
な
ど
が
定

期
接
種
と
は
異
な
り
ま
す
。

　
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
健
康
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

今
年
度
も
帯
状
疱
疹
予
防
接
種

（
法
定
外
接
種
）
の
費
用
を

一
部
助
成
し
ま
す

▲定期接種に
　ついては
　こちらから

ひとり親家庭などに

▲

問い合わせ　子育て支援課　☎73‒3016

お知らせ お知らせ
旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた人へ

▲支給要件など
　詳しくは
　こちらから

児童扶養手当（月額）

11,010円～46,680円
5,520円～11,020円

46,690円
11,030円

一部支給対　象 全額支給
1人目
2人目以降加算

※4月 1日現在

※生活保護世帯または市民税非課税世帯の人は、予防接種を
受ける前に証明書類を医療機関に提出することで、接種費用
の一部または全額が免除されます。詳しくは、予診票に同封
している「ご案内」または市ホームページをご覧ください。


